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民間非営利組織による
脱ホームレス支援ハウジング

ＮＰＯ法人エスエスエス

小川卓也

http://www.npo-sss.or.jp/index.html


無料低額宿泊所

• 設 立 2000年3月

• 管 轄 厚生労働省 社会援護局

• 根拠法 社会福祉法（第二種社会福祉施設）

• 対象者 住宅に困っている低所得者及び生活困窮者

• 施設数 132ヵ所

• 定 員 4,377人

• 従業員数 520名（正規雇用210名 / アルバイト社員310名）
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中間施設の種類

施設名 対象者 目的 利用期間 サービス 根拠法

自立支援センター
定員2,060人
施設数22ヵ所

就労意欲、稼働
能力がある者

就労による
自立の促進

６ヶ月以内

日常生活上必要な
サービス 就労支
援・債務処理支援
住民登録

ホームレス
自立支援法

無料低額宿泊所
定員7,765人
施設数224ヵ所

住宅に困ってい
る低所得者及び
生活困窮者、
ホームレス状態
にある者

低額な利用料で
住居を 提供し、
生活の立て直し
を図る

期限なし

生活相談・自立支援
健康管理・住民登録。
保証人・敷金・礼金不
要。

社会福祉法

救護施設他
定員16,824人
183ヵ所

身体上または精
神上の障害が
あるため日常生
活を営むことが
困難な要保護
者

生活扶助を行う 期限なし
生活指導・健康管理
レクレーション行事・更正
の為の指導、機能訓練

生活保護法

シェルター
定員2,220人
施設数10ヵ所

道路、公園、河
川などで野宿生
活を送っている
人々

・緊急一時的な
宿泊場所の提供。
自立の支援

６ヶ月以内
日常生活上必要なサービ
ス

ホームレス
自立支援法

更生施設
定員20,90
施設数20ヵ所

身体上または精
神上の理由によ
り、養護の必要
がある要保護者

生活扶助を行う 期限なし
生活指導・作業訓練・健
康管理・教養娯楽施設の
利用

生活保護法
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ＮＰＯＳＳＳ施設利用者スキーム
《居宅での生活が可能な者》

　相談

　相談 《居宅での生活が可能な者》

　施設利用　《居宅での生活が困難な者》

〈利用対象者〉 〈利用対象者〉 〈利用対象者〉 〈利用対象者〉

・高齢者（原則65歳以上） ・単身女性 ・自立の意志がある生活 ・行政、他施設からの推薦者

・老人ホーム入所待機者 ・2名以上の世帯 　困窮者 ・心身共に就労に支障のない者

・傷病者 ・年金生活者 ※就労意欲が特に高い者

〈特徴・付加機能〉 〈特徴・付加機能〉 〈特徴〉 〈特徴・付加機能〉

・介護支援プログラムの適用 ・緊急一時保護対応 ・社会福祉法、監督官庁か ・自立支援プログラムの適用

・ヘルパー資格保持者勤務 →利用者の所在、プラ 　らのガイドライン等に基づき （※原則1年以内に自立退寮）

　イバシーの確保 　運営 ・専門相談員非常勤２名

〈主な支援内容〉 〈主な支援内容〉 〈主な支援内容〉 〈主な支援内容〉

・介護支援 ・心身のケアの実施 ・心身のケアの実施 ・自活活動支援

介護保険手続き ・健康相談 ・健康相談 金銭管理

・年金手続き 通院など 通院など 食生活管理

・心身のケアの実施 ・生活指導、相談 ・生活指導、相談 衛生管理

・健康相談 日常生活管理 日常生活管理 自活意志の強化

・生活指導、相談 金銭管理 金銭管理 ・求職活動支援

・ボランティア参加 債務処理 債務処理（法律相談） HW同行・研修

・家族、親族との交流促進 （法律相談） 住民票移動 個別指導

・内職の紹介 住民票移動 ・就労指導、相談 （履歴書作成、面接心得

・住宅相談 ・就労指導、相談 就労研修会の実施 　就職心得、マナー研修）

不動産交渉、情報提供 ・住宅相談 内職の紹介 　 就労研修会の実施

・他施設への移動手続き 不動産交渉 ・住宅相談 スーツ貸与

　相談 情報提供 不動産交渉、情報提供 ・職業訓練、インターンシップ

・ボランティア参加 ・ボランティア参加 ・企業タイアップ交渉

・家族、親族との交流 ・家族、親族との交流促進 ・ボランティア参加

　促進（対象者） ・住宅相談

不動産交渉、情報提供

自主退寮者 　自立・自主退寮者

帰郷（家族宅、親類宅）
他法施設への入所　　等

・SSSアフターフォロー制度　定期訪問（在宅確認）、相談面接
・民生委員との連携　　　・CW業務側面支援　　・SSS施設の通所利用

就労者高齢・傷病者

・アパート　　・共同住宅
・老人ホーム　　・グループホーム　　等

・アパート　　・共同住宅　　社員寮　　等

居宅　・　終の棲家

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県　合計128施設　定員4100名　　　社会福祉法、監督官庁からのガイドライン等に基づき運営

自立支援センター

特化施設

高齢者支援施設

特化施設

女性専用施設

特化施設

求職者施設

S.S.S.相談センター

・相談、面接　　・アセスメント作成　　・入居審査
・施設利用契約　　・入居セット（日用品・被服）の支給

S.S.S.第2種社会福祉事業宿泊所　（＝一時通過施設）

生計困難者・要保護者

・福祉事務所、福祉団体等からの紹介　　アウトリーチ

退去（帰郷　等）

シェルター（無料宿泊所）

・原則１週間以内の利用
・各種相談受付

• 相談所

脱野宿希望者のための相談所

• シェルター

無料緊急一時保護施設

• ミックス型施設

あらゆる生活困窮者に対応した施設

• 特化型施設

・就労特化型

・女性支援特化型

・要介護支援特化型

・成人病予防特化型
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施設所在地及び定員数
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施設数 １３２ヵ所

東京都77施設

神奈川16施設

埼玉17施設

千葉22施設

茨城2施設

総定員 4,337人



エスエスエス『宿泊所』 施設外観
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社宅や寮といった社会資源を活用



エスエスエス『宿泊所』 施設内観
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単身世帯を中心としたドミトリー(寮、寄宿舎)形式



入所経路

アウトリーチ
（SSS相談員か
らの紹介）, 745
人, 20%

その他（役所
以外の団体、
ボランティア
等）, 51人, 1%

役所紹介,
1913人, 50%

ＳＳＳ相談所来
所, 　　1103人,

29%

役所紹介 1,913人 50%

相談所来所 1,130人 29%

ＳＳＳアウトリーチ 745人 20%

その他 （他
団体・病院等）

51人 1%

合計 3,812人

入所経路

ＳＳＳ入所のきっかけ

調査対象：3,812人（2005年1月1日～2005年12月31日の
１年間に施設利用を開始した全員）

「行政」からの入所依頼と「SSS相談所・
アウトリーチ」経由の入所率はほぼ半々。
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「宿泊所」利用直前の居所

路上（駅・河川敷） 2,317人 61%

自宅・その他の居所 577人 15%

どや・その他施設 424人 11%

病院 494人 13%

合計 3,812人

直前の居所

病院, 494
人, 13%

路上（駅・
河川敷・
サウナ・カ
プセル
含）, 2317
人, 61%

自宅・その
他の居所,
577人,
15%

どや・他施
設, 424人,
11%

調査対象：3,812人（2005年1月1日～2005年12月31日の１年間に施設利用を開始した全員）

• SSS宿泊所入所者の６１％が、 野宿生活を経験している。

• SSS宿泊所入所者の３９％が、
野宿生活を経験することなく「畳の上」へ移行している。
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稼働対象者比率

高齢傷者,
(右記以外
の方)2205
人, 54%

稼動対象
者  （６４歳
以下で 健
康な方）,
1895人,

平均年齢 59歳
稼働対象者1,895人（46%)のなかの就労者数1,056人（56%）

入所者の稼働の可否

調査対象：4100人（２００６年９月１日現在 施設利用者）
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高齢傷病者（要介護）支援

• 通院同行

• 要介護認定手続き

• 介助提供

• 健康管理

• 服薬チェック

• レクレーション

• 金銭管理 高齢傷病者総数 2,205人

高齢傷病者,
(右記以外の
方)2205人,
54%

稼動対象者
（６４歳以下で
健康な方）,
1895人, 46%

調査対象者4100名(2006年9月1日現在施設利用者)
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就労支援

収入について

調査対象：4100人（2006年9月1日現在 施設利用者）
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収入について

108人, 3%

29人, 1%

13人, 0%

13人, 0%

106人, 3%

2574人, 63%

1257人, 31%

生活保護のみ

半福祉①（生活保護＋就労収入）

半福祉②（生活保護＋年金）

実費①（就労収入のみ）

実費②（年金のみ）

実費③（就労収入＋年金）

その他（仕送りなど）

• 住所設定 ・求人紹介
• 債務処理手続き ・就労セミナー
• 就労個人面談 ・スーツ貸付



女性支援専用施設 三多摩支部 八王子すみれハイツ

10人

47人
63人

85人

113人

189人

136人

0人

50人

100人

150人

200人

西暦

入
所
者
数

入所者数 10人 47人 63人 85人 113人 189人 136人

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

＜支援内容＞
・女性向け就労セミナーの実施
＊主にロープレ形式（実践形式）を採用

・メンタルケア（ＮＰＯ円との業務提携）
＊週１回の臨床心理士・精神保健福祉士の派遣

・グループワーク（精神障害者のデイケア）

・レクリエーション活動
＊花見、夏祭り、紅葉ツアー、クリスマス会など
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退所種別

種別比率

1390人, 38%

306人, 8%

48人, 1%

124人, 3%

59人, 2%

190人, 5%

84人, 2%

358人, 10%

1153人, 31%

自立　（就労等による転宅。高齢転宅
等）

自主　（帰郷等による円満退去）

失踪　（施設利用解約届未提出による
退去）

強制

役所　（行政指導等の理由による退
去）

入院　（長期入院による退去）

死亡

移動　（他法施設への移動）

移管

調査対象：３１７２人（2005年１月１日～ 2005年１２月３１日の１年間に施設を退所した全員）

年間退所者3,172名のうち1,153名の入所者が
アパート生活（老人ホーム等含む）へ移行。
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ホームレス予防支援

日本初の民間ホームレス

予防センターを開設

• フリーダイヤルによる電話相談
• シェルターの紹介
• 各種生活相談（失業・借金など）
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ＮＰＯ法人エスエスエスの設立とその意義

• 住宅という社会資本を用意し、ホームレスを現実
に施策（生活保護制度）に結び付けるという試み
を実践した。

• 民間による「生活再建型の就労支援付施策」を短
期間でシステム化した。

• 「施策要求」ではなく、「施策活用」による効果
的な支援の仕組みを形成した。
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今後の課題

• 新しい形態のこの施設の存在は、「路上」と「宿泊所」
を往還するだけの層を創出してしまう恐れがある。

• 行政による民間支援団体に対する財政的支援が少ない。

• アフターフォロー体制の早急な構築。

• 地域住民のホームレスに対する偏見（自己責任論）や社
会的認知の低さからくる『宿泊所』設置への反発。
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